
益子町における外部の労働者等からの公益通報に関する要綱 

 

令和８年３月31日 

告示第73号 

(趣旨) 

第１条　この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第13

条第２項及び「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライ

ン(外部の労働者等からの通報)」(令和４年６月１日消費者庁。以下「ガイドライン」と

いう。)の趣旨を踏まえて、町において外部公益通報を適切に処理するために必要な事項

を定めることにより、通報者の保護を図り、事業者の法令遵守等を推進することを目的と

する。 

(定義) 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１)　外部の労働者等　通報対象事実又はその他法令違反等の事実に関係する事業者に

雇用されている労働者又は通報の日前１年以内に当該労働者であった者、当該事業者を

派遣先とする派遣労働者又は通報の日前１年以内に当該派遣労働者であった者、当該事

業者の取引先の労働者又は通報の日前１年以内に当該労働者であった者、当該事業者の

役員その他当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者をいう。 

(２)　外部公益通報　外部の労働者等が、事業者において通報対象事実が生じ、若しくは

まさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実

が生じ、若しくはまさに生じようとしていると考えられる場合に、その旨を本町に通報

することをいう。 

(３)　通報対象事実　事業者における法第２条第３項に規定する通報対象事実又は事業

者における本町の条例、規則その他規程に違反する行為に関する事実若しくは事業者の

法令遵守の確保及び適切な法執行に資する事実をいう。 

(４)　通報　前号に定める通報対象事実を知らせることをいう。 

(５)　相談　通報に先立ち、又はこれに関連して必要な助言を受けることをいう。 

(６)　受付　本町になされた通報及び相談(以下「通報等」という。)若しくは通報等への

対応についての意見又は苦情(以下「意見等」という。)を受けることをいう。 

(７)　受理　本町になされた通報について、調査又は法令等に基づく措置その他適当な措

置(以下「措置」という。)を行う必要性があるものとして受け付けることをいう。 

(８）　所管課　通報対象事実に係る事務を所管する課等(通報対象事実の有無が不明な段

階においては、通報の内容に関係する事務を所管する課等)をいう。 

(組織体制) 

第３条　通報等への対応に関する事務を総括するため、総括通報等責任者を置くこととし、

副町長をもって充てる。 

２　前項の統括通報等責任者を補佐する役割として、統括通報等副責任者を置くこととし、

産業建設部長をもって充てる。 

３　総括通報等責任者は、通報等への対応に関する教育研修の実施、通報に関する調査の進

捗等の管理その他通報等への適切な対応の確保に関する事務を総括する。 

４　総括通報等責任者は、前項に規定する事務を通報等管理者に行わせることができるもの

とし、産業建設部観光商工課長をもって充てる。 



(通報等責任者及び通報等担当者の業務等) 

第４条　通報等責任者は、所管課において、通報に関する調査の進捗等の管理その他通報等

への適切な対応の確保に関する事務を掌理するものとし、当該所管課の長をもって充てる。 

２　通報等責任者は、所管課の職員の中から、通報等担当者を指定する。 

３　通報等担当者は、通報等責任者を補佐し、所管課における通報等の管理、本町に通報し

た者及び外部公益通報に関する相談者(以下「通報者等」という。)との連絡その他通報等

への対応に関する事務を担当する。 

(通報・相談窓口) 

第５条　町に対して外部の労働者等からなされる通報等を一元的に取り扱う窓口(以下「通

報・相談窓口」という。)を産業建設部観光商工課に置くこととし、総括通報等責任者が

これを総括する。 

２　通報・相談窓口は、次の各号に掲げる事務を取り扱う。 

(１)　受付に関すること。 

(２)　通報者等との連絡調整に関すること。 

(３)　所管課との連絡調整に関すること。 

３　通報・相談窓口を経由せず、所管課に対して直接通報等があった場合、当該所管課は、

当該通報を通報・相談窓口に取り次ぎ、通報・相談窓口は、当該通報等を次条の通報等と

同様に受け付けるものとする。 

(受付) 

第６条　通報・相談窓口は、通報等があったときは、法及びガイドラインの趣旨を踏まえ、

誠実かつ公正に通報等に対応し、正当な理由なく通報等の受付を拒んではならない。 

２　通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、通報等に関する秘密保持(個人情報以

外の通報者等を特定させる事項の保秘を含む。以下同じ。)及び個人情報の保護に留意し

つつ、通報等への対応に必要な事項を通報者等に確認し、外部公益通報受付表(様式第1

号)を作成するものとする。ただし、通報者等の同意が得られない場合その他確認に支障

がある場合は、この限りでない。 

３　前項の規定により受付票を作成した通報・相談窓口は、その写しを通報等管理者に提出

するものとする。 

４　通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、次に掲げる事項を通報者等に説明する

ものとする。 

(１)　通報等に関する秘密は保持されること。 

(２)　通報者等の個人情報が保護されること。 

(３)　受付後の手続の流れに関すること。 

５　通報・相談窓口又は所管課は、前各項において、通報者等が通報等の到着を確認できな

い方法によって通報等がなされた場合には、通報等の到着を確認次第、通報等を受領した

旨を通報者等に遅滞なく通知するように努める。 

(通報等への対応) 

第７条　通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、その内容により次の各号のいずれ

かの措置をとるとともに、その旨を通報等管理者に報告するものとする。 

(１)　適切な所管課に通報等を引き継ぐこと。 

(２)　本町以外の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有すると認める場合において、

当該権限を有する他の行政機関を通報者等に教示すること。 



２　所管課は、前項第１号の規定による引継ぎを受けたときは、通報者等から通報の内容と

なる事実の詳細その他必要な情報を聴取し、法の趣旨、関係する法令等の規定及び所管事

務に関する権限等を踏まえ、当該通報に関して調査又は措置を行う必要性について十分に

検討した上で、次の各号のいずれかの対応を行うこととする。 

(１)　本町以外の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有すると認める場合において、

通報者等に対し、当該通報における事実に係る処分又は勧告等をする権限を有する行政

機関を教示し、その旨を通報等管理者に報告するものとする。 

(２)　次に掲げる場合は、外部公益通報として受理せず、その旨及びその理由を通報等管

理者に報告するものとする。 

ア　法令に違反していないことが明らかである場合 

イ　処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が存在しない場合 

ウ　通報者等が外部の労働者等でない場合 

エ　不正の利益を得る目的、他人に危害を与える目的その他の不正の目的であることが

明らかである場合 

オ　通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由

が認められない場合 

カ　著しく不分明である場合 

(３)　前２号に該当しない場合は、外部公益通報として受理することとし、その旨(次項

の期間を設定した場合には、その期間を含む。)を通報等管理者に報告するものとする。 

３　所管課は、通報を受理するときは、当該通報への対応手続の終了までに必要と見込まれ

る期間を設定するよう努めるものとする。 

４　第１項第２号及び第２項第１号の場合において、通報者等からの通報等に、個人の生命、

身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、

通報等に関する秘密保持に留意しつつ、個人情報の保護に関する法令等に従い、他の行政

機関に通報等の内容について情報提供をすることができるものとする。 

(情報提供としての取扱い) 

第８条　所管課は、前条第２項第２号の規定により、受け付けた通報等(同条第１項第１号

の規定により引継ぎを受けた通報等を含む。以下同じ。)を外部公益通報として取り扱わ

ないこととした場合において、当該通報に本町の業務に有益な情報が含まれるときは、当

該通報を情報提供として取り扱うこととする。 

(受理等の通知及び報告) 

第９条　第７条第２項第２号又は第３号の報告を受けた通報等管理者は、その内容について

総括通報等責任者へ報告するものとする。 

２　所管課は、前項の報告の内容を、当該通報を行った通報者等に対し、外部公益通報受理・

不受理通知書(様式第2号)により遅滞なく通知するものとする。 

(教示) 

第10条　通報を受理した後において、所管課ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする

権限を有することが明らかになった場合は、当該所管課は、当該権限を有する他の行政機

関を通報者に遅滞なく教示し、その旨を通報等管理者に報告するものとする。 

２　所管課は、前項に規定する場合において、通報者等からの通報等に、個人の生命、身体、

財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、通報

等に関する秘密保持に留意しつつ、個人情報の保護に関する法令等に従い、他の行政機関

に通報等の内容について情報提供をすることができるものとする。 



(調査の実施) 

第11条　所管課は、法及びガイドラインの趣旨並びに関係する法令等の規定を踏まえ、次の

各号のいずれかに該当する場合には、正当な理由がある場合を除き、通報等に関して調査

を実施する。 

(１)　通報者等が、次に掲げる要件のいずれかを満たして通報等する場合 

ア　通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由

があること。 

イ　通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると考えられ、かつ、次に掲げ

る事項を記載した書面を提出すること。 

(ア)　通報者等の氏名又は名称及び住所又は居所 

(イ)　通報対象事実の内容 

(ウ)　通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると考えられる理由 

(エ)　通報対象事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと

考えられる理由 

(２)　通報者等が前号アの要件を満たしているかどうか直ちに明らかではない場合にお

いても、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められ

る場合 

２　通報を受理した所管課は、当該通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護

するため、通報者等が調査等の対象となる事業者及びその関係者に特定されないよう十分

に留意しつつ、速やかに必要と認められる方法で調査を行うこととする。 

３　通報等管理者及び通報等責任者は、調査の方法の適正性を確保するとともに、調査の適

切な進捗を図るため、調査について適宜確認を行う等の方法により、通報事案を適切に管

理するものとする。 

４　所管課は、適切な法令の執行の確保並びに利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプラ

イバシーに留意の上、必要に応じて通報者等に調査の進捗状況を通知するものとする。 

５　所管課は、調査の結果について取りまとめ、その内容について通報等管理者に報告し、

通報者等に遅滞なく通知するものとする。 

６　前項の報告を受けた通報等管理者は、その内容を総括通報等責任者へ報告するものとす

る。 

(調査結果に基づく措置等) 

第12条　所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づ

く措置その他適切な措置をとらなければならない。 

２　所管課は、前項の措置をとった場合には、その内容について通報等管理者に報告するも

のとする。 

３　前項の報告を受けた通報等管理者は、その内容を総括通報等責任者へ報告するものとす

る。 

４　所管課は、適切な法令の執行の確保並びに利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプラ

イバシーの保護に支障がない範囲において、措置の内容を通報者等に対し遅滞なく通知す

るものとする。 

(処理状況の記録) 

第13条　所管課は、通報等の対応に係る処理状況について外部公益通報処理票(様式第3号。

以下「処理票」という。)に記録し、当該通報等の処理が完結した時点でその写しを通報

等管理者に提出するものとする。 



２　第７条第１項及び第２項各号、第10条第１項、第11条第５項及び第６項並びに前条第２

項及び第３項に規定する報告は、それぞれの対応段階に応じた処理票の提出をもって代え

ることができる。 

(秘密保持及び個人情報保護の徹底) 

第14条　通報等への対応に関与した職員(通報等への対応に付随する職務等を通じて、通報

等に関する秘密を知り得た者を含む。以下「職員」という。)は、通報等に関する秘密保

持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報等への対応の各段階(通報等の受付、教示、

調査、措置及び通報者等への結果の通知の各段階をいう。以下同じ。)及び通報者等への

対応終了後において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１)　情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。 

(２)　通報者等を特定させる事項については、調査等の対象となる事業者及びその関係者

に開示しないこと(通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定

する同意を取得して開示する場合を除く。)。 

(３)　通報者等を特定させる事項を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通

報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。 

(４)　前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情

報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に明確に説明すること。 

(５)　通報者等の本人から情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報

者等に情報管理の重要性について十分に理解させること。 

(利益相反関係の排除) 

第15条　職員は、次の各号のいずれかに該当する場合、通報等への対応に関与してはならな

い。 

(１)　法令違反行為等の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者 

(２)　通報者等又は被通報者と親族関係にある者 

(３)　通報に係る事案に関する公正な調査及び措置等の検討又は実施を阻害し得る者 

２　通報・相談窓口は、通報等に係る事案の調査、措置の検討、措置の実施その他の通報等

への対応の業務に着手する時点で、前項各号のいずれにも該当しないことを確認し、その

いずれかに該当する場合、通報等責任者に報告する。 

３　前項の報告を受けた通報等責任者は、当該報告を通報等管理者へ報告するとともに、同

項の報告をした者を当該通報に関与させてはならない。 

４　通報等管理者及び通報等責任者は、通報等への対応の各段階において、通報等への対応

に関与する者が当該通報に利益相反関係を有していないかを確認する。 

(通報者等の保護) 

第16条　所管課は、受け付けた通報等についての対応が終了した後においても、通報者等か

らの相談及び意見等に適切に対応するとともに、通報者等が通報等をしたことを理由とし

て、役務提供先から解雇その他不利益な取扱いを受けたと認める場合には、消費者庁の相

談窓口を紹介するなど、通報者等の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めるも

のとする。 

２　所管課は、通報等への対応が終了するまでの間、必要に応じて、通報者等が不利益な取

扱いを受けていないか確認するものとする。 

(意見又は苦情への対応) 

第17条　通報・相談窓口又は所管課は、本町における通報等への対応に関して通報者等から

意見等の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。 



２　前項の申出の内容が、通報等に関する秘密及び個人情報の漏えい、通報に関する調査及

び措置の遅滞、不適切な調査の実施その他本町の不適切な対応に関するものである場合に

は、通報・相談窓口又は所管課は、記録を作成し、通報等管理者に提出するものとする。 

３　前項の提出を受けた通報等管理者は、速やかに通報・相談窓口又は所管課における対応

状況を確認し、必要な是正措置等をとった上で、その結果を申出者に通知するとともに、

その内容について総括通報等責任者に報告するものとする。 

(協力等) 

第18条　総括通報等責任者は、外部公益通報の件数について毎年度公開するものとする。 

(運用状況の公表) 

第19条　総括通報等責任者は、外部公益通報について他の行政機関又は公的機関から調査等

の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。 

２　総括通報等責任者は、通報対象事実又はその他の法令等に違反する事実に関し、処分又

は勧告等をする権限を有する行政機関が本町の他にもある場合においては、当該行政機関

と連携して調査を行い、措置をとる等、相互に緊密に連絡し協力するものとする。 

(事業者及び労働者等への周知) 

第20条　総括通報等責任者は、町内の事業者及び労働者等に対する広報の実施その他適切な

方法により、法、公益通報者保護法第11条第１項及び第２項の規定に基づき事業者がとる

べき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和３年内閣府告

示第118号)及び公益通報者保護法に基づく指針(令和３年内閣府告示第118号)の解説(消

費者庁)の内容又は本町における通報・相談窓口及び通報対応の仕組みについて、周知す

るよう努めるものとする。 

(その他) 

第21条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 
   
附　則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 



様式第１号（第６条関係） 

※「公益通報の内容」欄には、通報者からの通報内容のみ記載すること。受付担当者の主観は排

除すること。  

 外部公益通報受付票

 受付担当者 所属・係　　　　　　　　　　　氏名

 通報日時 年　　月　　日　　　時　　分

 通報の方法 ・電話　・郵便　・メール　・面談　・その他（　　　　　）

 
通報者住所・氏名

住所

 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　匿名希望

 
公益通報者への連絡方法及

び連絡先

電話（自宅・携帯）

 郵便（自宅・他）

 
公益通報者の労務提供先

（事業所）

事業所名

 住　　所

 

事業所での雇用

□従業員（部署　　　　　　　　　役職　　　　　　　　　） 

□パート・アルバイト 

□派遣労働者（派遣元　　　　　派遣先　　　　　　　　　） 

□取引業者（取引先　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 
通
報
の
内
容

①違反者

 

②不正の内容

（いつ・どこでどのような） 

 
③不正事実 □生じている　　□生じようとしている　　□その他

 ④対象となる法令違

反等

 
⑤証拠書類等 □あり（書類、データ等）　　　□なし

 調査等の進捗状況・結果の

通知
□希望する　　□希望しない

 
連絡希望時間帯その他特に

留意すべき事項



様式第２号（第９条関係） 
　益観商第　号 
年　　月　　日 

　（通報者）　　　　　　様 
 
 

益子町長　　　　　　　　　　 
 

外部公益通報受理・不受理通知書 
 

年　月　日に受け付けました外部公益通報について、下記のとおり通知します。 
 

記 
 

１　外部公益通報書を受理します。 
 

２　外部公益通報書を不受理とします。 
 
 
※１の場合 
（１）あなたが行った公益通報は、公益通報者保護法第３条（解雇の無効）、第４条（労働

者派遣契約の解除の無効）、第５条（不利益取扱いの禁止）及び第８条（解釈規定）

までの規定が適用されるため、公益通報を行ったことにより、あなたに対する不利益

な取扱いは無効とされ、又は禁止されています。 
（２）あなたが公益通報を行ったことに関する秘密は、保持されるよう適切な措置が講じら

れます。 
 
※２の場合の理由例 
（１）当該通報等が、公益通報者保護法別表８号の法律を定める政令に規定する法律以外の

法令等の違反によるものであるため。 
（２）通報対象事実について、市が処分又は勧告等をする権限を有しないため。 

（正しい通報先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
（３）証拠資料の提出がない又は提出された証拠資料では不十分であるため。 
（４）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 担当課・担当者
 連絡先



様式第３号（第 13条関係） 

※完結した時点で本処理票の写しを通報責任者（観光商工課長）に提出すること。 

 
外部公益通報処理票

 他の行政機関が処分

の権限を有する場合
　通報者への教示　　有　・　無　　　　　年　　月　　日

 
処理期間 　　　カ月

 
処理期間の通知 　　　年　　月　　日　・口頭（電話）・メール・文書・その他

 調査の経過

 調査進捗状況の通知 　　年　　月　　日　・口頭（電話）・メール・文書・その他 
 
 

 調査の結果

 改善措置 要　：　不要
 調査結果の通知 　　年　　月　　日　・口頭（電話）・メール・文書・その他
 措置の内容

 措置の通知 　　年　　月　　日　・口頭（電話）・メール・文書・その他

 完結日 　　年　　月　　日


